
蒲郡市シルバー人材センター事業費等補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進に資するとともに、

高年齢者の能力を活かした活力ある地域社会づくりに寄与するため、公益社団法

人蒲郡市シルバー人材センター（以下「センター」という。）が行う事業の運営に

対し、蒲郡市シルバー人材センター事業費等補助金（以下「補助金」という。）を

交付することについて、蒲郡市補助金等交付規則（昭和３８年蒲郡市規則第１７

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象経費） 

第２条 補助金の対象となる経費は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金（シル

バー人材センター事業）交付要綱（平成１３年１１月１日付け厚生労働省発職高

第１７０号厚生労働事務次官通知）に定める基準の範囲内において、次の各号に

定めるものとする。 

⑴ 人件費 

⑵ 管理運営費 

⑶ その他市長が必要と認める費用 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、前条の補助対象経費の２分の１の額を基準とし、毎年度予

算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、補助金の額は、国が予定する高年

齢者就業機会確保事業費等補助金の額を下回らないよう努めるものとする。 

（交付申請） 

第４条 センターは、補助金の交付申請を行う場合、規則第４条に定める補助金

等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ その他市長が必要と認めるもの 

（交付決定） 

第５条 市長は、前条による申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、規則第７条に定める補助金等交付決定通知書により交付する補助金の額

及び条件をセンターに通知するものとする。 



（処分の取消し又は変更） 

第６条 市長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができるものとする。 

⑴ 不正若しくは虚偽の申請により補助金の決定を受け、又は補助金の交付を受

けたとき。 

⑵ 補助金を他の目的に流用したとき。 

⑶ その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。 

２ 市長は、前項の場合において、既に交付された補助金については返還を命じる

ことができるものとする。 

（事業実績報告） 

第７条 センターは、事業年度終了日の翌日から起算して１０日以内に、次に掲げ

るものを市長に提出しなければならない。 

⑴ 規則第１３条に定める補助事業実績報告書 

⑵ 収支決算書（国庫補助金交付申請書に添付するもの） 

⑶ その他証拠となるもの 

２ 市長は、必要がないと認めるときは、前項第３号のその他証拠となるものにつ

いて、省略することができるものとする。 

（調査報告等） 

第８条 市長は、補助金の適正な執行を図るため必要と認めるときは、センターに

対して必要な報告をさせ、又は書類の提出若しくは帳簿等を検査することができ

るものとする。 

（帳簿及び書類の整理保存） 

第９条 センターは、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、領収書

その他収支の事実を明らかにするものを整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を

当該会計年度終了後５年間保存しなければならない。 

（電子情報処理組織による手続の特例） 

第１０条 市長は、この要綱に定める手続については、蒲郡市情報通信技術を活用

した行政の推進に関する条例（平成１８年蒲郡市条例第４４号）及び蒲郡市情報

通信技術を活用した行政の推進に関する規則（平成１８年蒲郡市規則第７１号）

の例により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。 

（雑則） 



第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


